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申し合わせ事項

第６　会議録に関する事項

1
文京区議会会議録作成
用録音データの取扱い
について

文京区議会の本会議及び委員会における会議経過
を録音した音声データ（以下「録音データ」とい
う。）は、その適正な管理運用を図るため、次の
とおり取り扱うものとする。
一　録音データは、本会議及び委員会の会議録を
作成するための補助的手段としてのみ使用する。
ただし、事務に支障のない限り、文京区議会議員
又は理事者の聴取に供することができる。
二　録音データは、会議録の作成が完了した時点
で消去する。
三　録音データの保管及び聴取は区議会事務局に
おいて行い、その複写及び持ち出しは行わない。

文京区議会の本会議及び委員会における会議経過
を録音した音声データ（以下「録音データ」とい
う。）は、その適正な管理運用を図るため、次の
とおり取り扱うものとする。
一　録音データは、本会議及び委員会の会議録を
作成するための補助的手段としてのみ使用し、非
公開とする。ただし、事務に支障のない限り、文
京区議会議員又は理事者の聴取に供することがで
きる。
二　録音データは、会議録の作成が完了した時点
で消去する。
三　録音データの保管及び聴取は区議会事務局に
おいて行い、その複写及び持ち出しは行わない。
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